
小野市選挙管理委員会公告１号  

 

選挙人名簿抄本の閲覧状況について  

 

 

 選挙人名簿抄本の閲覧申出に係る事項について、公職選挙法（昭和２５

年法律第１００号）第２８条の４第７項（同法第３０条で準用する場合を

含む。）及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）第３条

の４に基づき、次のとおり公表する。  

 

 

  令和８年５月７日  

 

 

             小野市選挙管理委員会   

委員長 木 村  巧  

 

 

１．閲覧の期間  

  令和７年１月から令和７年１２月まで  

 

 

２．閲覧申出に係る事項  

  別紙「選挙人名簿抄本閲覧者一覧表」のとおり  

 

  




